
 

青森市環境保全シンボルキャラクター使用取扱要領 

 

（ 趣旨 ） 

第１条 この要領は、青森市環境保全シンボルキャラクター（以下「キャラクター」 

という。）を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（ 使用承認申請等 ） 

第２条  キャラクターを使用する者は、あらかじめ青森市環境保全シンボルキャラクタ

ー使用承認申請書（様式第１号）を青森市長（以下「市長」という。）に提出し、承認

を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りで

はない。 

（１）青森市が使用する場合。 

（２）報道機関が、報道又は広報の目的で使用する場合。 

（３）その他市長が適当と認めた場合。 

２  前項の承認は、青森市環境保全シンボルキャラクター使用（変更）承認通知書（様

式第２号）により行うものとする。 

３ キャラクターの使用は、無償とする。 

 

（ 使用上の遵守事項 ） 

第３条 キャラクターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならな 

い。 

（１）環境保全、地球温暖化防止に関連した事業に使用すること。 

（２）色、形式などを正しく使用すること。 

（３）キャラクターのイメージを損なう展開及び応用使用をしないこと。 

（４）承認された用途のみに使用すること。 

（５）必要に応じて市が行う状況確認に協力すること。 

（６） 不適正使用があった場合は、自己責任によりキャラクターをすべて除去すること。 

 

（ 見本品の提出 ） 

第４条 第２条第１項の承認を受けた者（以下「被承認者」という。）は、当該承認申請

に係る見本品等を速やかに市長に提出しなければならない。ただし、提出困難なもの

については、その写真の提出をもって代えることができる。 

 

（ 承認内容の変更 ） 

第５条 被承認者は、青森市環境保全シンボルキャラクター使用（変更）承認通知書（様

式第２号）の承認内容について変更しようとするときは、あらかじめ青森市環境保全

シンボルキャラクター使用承認内容変更申請書（様式第３号）を市長に提出し、その

承認を受けなければならない。 



 

２ 前項の承認をする場合は、第２条第２項を準用する。 

 

（ 承認の取消し ） 

第６条 市長は、キャラクターの使用がこの要領及び承認内容に違反していると認めら

れる場合は、当該承認を取消すことができる。 

２ 前項の承認の取消しは、青森市環境保全シンボルキャラクター使用承認取消通知書

（様式第４号）により通知するものとする。 

３ 前２項の規定により承認を取消された者は、承認取消しの通知があった日以降、当

該承認に係るキャラクターの使用、配付、掲示及び販売等をしてはならない。 

 

（ 使用開始 ） 

第７条 キャラクターの使用開始は、使用を承認した日以降からとする。 

 

（ 補則 ） 

第８条 この要領に定めるもののほか、キャラクターの使用に関して必要な事項は、別

に定める。 

 

附 則 

この要領は、平成２０年６月９日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成３０年３月３０日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、令和元年５月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（様式第１号） 

  年  月  日 

 

 

青 森 市 長  様 

 

 

                  （申請者） 住 所 

                       氏 名            

 

青森市環境保全シンボルキャラクター使用承認申請書 

 

下記のとおり、キャラクターを使用したいので、申請します。 

 

記 

※ 添付書類 （１）企画書（レイアウト、スケッチ、原稿等） 

       （２）申請者の概要、現況を示すもの 

       （３）その他参考となるもの 

 

 

１ 使 用 目 的  

２ 使 用 方 法  

３ 使用開始予定日   年  月  日～ 

４ 作 成 数  

５ 連 絡 先 担当者名：         ＴＥＬ： 

６ 使 用 計 画 

  （販売計画） 
 



 

 

 

（様式第２号） 

                                            

青 市 環 第    号 

  年   月   日 

 

 

             様 

 

 

青 森 市 長 印 

 

 

青森市環境保全シンボルキャラクター使用（変更）承認通知書 

 

 

  年  月  日付けで承認申請のあったキャラクターの使用（変更）については、

下記のとおり承認します。 

なお、キャラクターの使用に関しては、青森市環境保全シンボルキャラクター使用

取扱要領の内容を遵守すること。 

 

記 

 

 

 

１ 承 認 番 号  

２ 使 用 方 法  

３ 使用開始予定日   年  月  日～ 

４ 作 成 数  

５ 使 用 条 件 承認内容に変更が生じる場合は届け出ること 

６ そ の 他  



 

 

 

（様式第３号） 

  年  月  日 

 

青 森 市 長  様 

 

                   （申請者） 住 所 

                         氏 名           

 

青森市環境保全シンボルキャラクター使用承認内容変更申請書 

 

 先に、青市環第  号により承認を受けた内容について、下記のとおり変更したいの
で、申請します。 
 

記 

※ 添付書類 （１）企画書（レイアウト、スケッチ、原稿等） 

       （２）その他参考となるもの 

 

 

 

 変   更   前 変   更   後 

１ 使 用 目 的   

２ 使 用 方 法   

３ 使用開始予定日   年  月  日～   年  月  日～ 

４ 作 成 数   

５ 連 絡 先 
担当者名： 

Ｔ Ｅ Ｌ： 

担当者名： 

Ｔ Ｅ Ｌ： 

６ 使 用 計 画 

  （販売計画） 

（ 変更後の計画 ） 



 

 

 

（様式第４号） 

青 市 環 第    号 

  年   月   日 

 

 

様 

 

 

青 森 市 長 印 

 

青森市環境保全シンボルキャラクター使用承認取消通知書 

 

  年  月  日付け青市環第  号による使用承認について、下記のとおりその

承認を取り消します。 

なお、この通知日以降、取り消し対象となったものの使用、配付、掲示及び販売をし

てはならない。 

 

記 

 

１ 取消対象 

 

 

 

 

２ 取消理由 

 


